
 

1 
 

 JRIS NEWS【2009】第 5 号 

2009 年 4 月 7 日 JRIS 一問一答 
 

 グループ 

 

日綜（上海）投資コンサルティング有限公司 
投資コンサルタント 佐々木清美 

e-mail：sasaki@jris.com.cn 
http://www.jris.com.cn 

上海市浦東新区世紀大道100 号 
上海環球金融中心 15 楼 62 室 

電話：021-5054-1677 fax：021-5054-6122 
 
質問 
中国には「不定時労働制」と「総合労働時間計算労働制」というのがありますが、これ

らの違いはなんでしょうか。どのような職種に適用できるのでしょうか。 
 
 

１．不定時労働制（「不定時工作制」）と総合労働時間計算労働制（総合計算工時工作制） 
 
「労働部：企業による不定時労働制と総合労働時間計算労働制の審査批准弁法」1により

ますと、それぞれの適用対象者は次のように規定されております。 
 
不定時労働制は、１労働日内に固定した出勤・退勤時間を設けない制度です。 
「労働法」第四十一条には、「使用単位は生産経営の必要により、労働組合と労働者の協

議の上労働時間を延長することができるが、一般的に毎日 1 時間を超えてはならない。(以
下略)」とありますが、不定時労働制の場合、一日の標準労働時間（8 時間/日）や週の標準

労働時間（40 時間/週）の制限を受けません。日本でいうところの裁量労働制がこれにあた

ります。 
しかしながらこれは業務の遂行のために無制限に残業を課すことができるという訳では

なく、「ある一定期間内」、つまり、週や月、四半期での労働時間合計は必ず守る必要があ

り、これを超える場合には相応の残業費用を支払うことが求められます。 
 
また、総合労働時間計算労働制は、不定時労働制と似ており、標準労働時間の制限を受

けませんが、季節性が強いこと、自然条件に左右されること、業務上の特殊性により、あ

る一時期に集中して労働をする必要がある職業に適用されます。実際に 1 日の労働時間が

長くても、期間中の 1 日の労働時間や週の労働時間は法定標準労働時間以内（下記付録参

照）に収まっていれば時間外労働手当は発生せず、それを超える分があれば残業代が発生

します。 

                                                   
1 労部発[1994]503 号、1994 年 12 月 14 日公布、1995 年 1月 1日施行 
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不定時労働制・総合労働時間計算労働制の適用職種は以下のようになっています。 
 

不
定
時
労
働
制 

 企業の高級管理職員、外勤者、セールスマン、一部宿直者や業務により標準

労働時間で計ることができない従業員 
 企業の長距離輸送担当者、タクシー運転手や鉄道・港湾・倉庫の一部貨物積

み卸し者及び業務の性質が特殊なため、機動的に業務を行う必要がある従業

員 
 そのほか生産の特質、業務の特殊な要求あるいは職責範囲の関係のため、不

定時労働制の実施がふさわしい従業員。（第 4 条） 

総
合
労
働
時
間
計
算

労
働
制 

 交通、鉄道、郵便電話、水運、航空、漁業等の産業において業務性質の特殊

性により、連続して作業する必要がある従業員 
 地質及び資源探査、建築、製塩精糖、旅行等季節や自然条件の制限を受ける

産業の一部従業員 
 そのほか総合労働時間計算労働制の実施がふさわしい従業員。（第 5 条） 

 
かいつまみますと、「不定時労働制」は１労働日内で仕事が断続的に発生し、「業務待機

時間を含む拘束時間」と「実働時間」との間に開きがあるような職種に、「総合労働時間計

算労働制」は一日または一時期に連続して業務に就く必要がある職種適用されていると言

えましょう。 
 

 
付録）月・四半期・年の労働時間は「労働社会保障部：従業員年・月平均労働時間と

給与換算の問題に関する通知2」によりますと次の通りになっています。 
 

 年労働日：365 日-104 日（休日）-11 日（法定祝日）=250 日 
 250×8 時間/日＝2,000 時間 
 
 四半期労働日：250 日÷4 四半期=62.5 日/四半期 
 62.5×8＝500 時間 
 
 月労働日：250 日÷12 か月=20.83 日/月 
 20.83＝166.64 時間  

                                                   
2 労社部発[2008]3 号、2008 年 1月 3日公布、施行。 
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２．不定時労働制・総合労働時間計算労働制の適用申請 

 
不定時労働制・総合労働時間計算労働制の

適用は、企業が独断で制定・施行してはなら

ず、各省・自治区・直轄市の労働保障管轄部

門に申請する必要があります。上海市を例に

とりますと3、指定の申請表に不定時労働制・

総合労働時間計算労働制適用を申請する部

署、総合労働時間計算労働制を適用する場合

には計算周期（週/月/四半期等）、企業の生産

経営の特徴（総合労働時間計算労働制の申請

の場合には申請する周期の理由を明記）、申

請部署の説明を記入し、必要書類を添付して

提出します。 

書類の受理後、規定では実地検査を行い420

営業日以内に実施の許可・不許可の決定がく

だされます。 

 

 
 

３．不定時労働制・総合労働時間計算労働制の適用実務 
 
上にもすでにのべましたが、不定時労働制・総合労働時間計算労働制を適用されたこと

で、従業員に対する残業に対する支払いが免除される訳ではなく、一定の周期内で標準労

働時間を超えることがあれば、それに対する対応をしなければなりません。逆に、超えな

ければかなりフレキシブルに従業員を働かせるということも可能です。 
1997 年に公布された「労働部：従業員労働時間に関連する問題に関する回答書」では、

いくつかのケースについての回答が上げられていますので、いくつかご紹介します5。 
                                                   

3 上海市労働社会保障局：《本市企業の不定時労働制と総合動労時間計算労働制実施についての審査批准弁

法》印刷発行に関する通知（滬労保福発[2006]40 号、2006 年 12 月 11 月 10 日公布、2007 年 1 月 1 日施

行 
4  現状では、上海の場合、実地検査を行わず許可が出ているようです。 
5  労部発[1997]271 号、1997 年 9 月 10 日公布、施行。ただし、本通達については、標準労働時間や休日

の規定についての改定は行われていないため、現状とあわない部分がいくつかあります。 

図 上海市の申請表 
http://www.12333sh.gov.cn/2007sxy/2007office/2007bgxz/200710/P020080804376949691200.xls 
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Q)ある企業は批准を経て四半期を単位とする総合労働時間計算労働制を適用している

（労働時間は 500 時間）。2 か月残業や休日出勤をしてもらって 500 時間の業務が完了し（≒

12 時間/日、週休二日）、3 か月目はひと月休みとした。この企業は合法的かつ「労働時間延

長問題」は存在しないとみていいか？またこの数ヶ月の賃金と（もし労働時間延長と見な

された場合）残業代はどう計算すればいいのか？ 

 
A)この企業は生産任務の必要により、労働組合と労働者の同意を経て 2 か月で 500 時間

の労働手配をして作業を完了し、3 か月目は 1 か月休みとしました。これは合法的で労働時

間の延長とはみなされません。こういった通常とははずれた労働時間の手配は労働組合と

労働者の同意が必要で、労働者の労働と休暇に気を配り、労働者の健康を保障する必要が

あります。 
 
Q)（市の審査部門より）総合労働時間計算労働の審査過程において、「労働者には少なく

とも週 1 日の休みを保障する」という一文と「毎日の実際労働時間は 11 時間を超えてはな

らない」という一文を強制的に付加することは妥当か？ 

 
A) 総合労働時間計算労働の実施は、企業の生産の実情を踏まえたものであり、生産の

正常な運営と労働者の合法的な権利と利益を保証するため、「集中労働、集中休息」という

労働制度を認めたものです。よって総合労働時間計算労働の審査過程において敢えて標準

労働制とあわせる必要はないと認められます。しかし、企業は以下の 2 点について考慮す

る必要があります。 
 
1、企業が総合労働時間計算労働の実施及び総合労働時間計算労働の実施において採用す

る如何なる方法も労働組合と労働者との協議を行わなければならない。 
2、第三級以上の体力労働強度である労働部署の場合、労働者の連続労働時間は 1 日 11

時間を超えてはならず、少なくとも 1 日休みを与えなくてはなりません。 

 
「一日 8 時間を超えたから残業代支給」としていた企業がこれらの労働制を採用するこ

とによって人件費の削減が進められることが期待できます。 
 

以   上 
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1. 税制、法律、外貨管理制度等は中国当局により変更されることがございますので参考資料としてご利用ください。 

2. 本資料は、作成日時点で弊社が入手し得る資料及び一般に信頼できると思われる情報源に基づいて作成されたもので

すが、情報の正確性、完全性につきましては、弊社で保証するものではありません。本資料の内容につきましては、あ

くまで弊社の意見を示すものに過ぎません。また、本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、

無断で複製または転送などを行わないようお願いいたします。 

 


